
【追加分】

Ｑ１８
　定期昇給分の取扱いについては、厚生労働省のＱ＆Ａ（問８）において、平成２
１年４月のベースアップ分＝定期昇給分についても賃金改善実施期間内に支給した
額を賃金改善額に含むことができるとされています。
　平成２２年度にも定期昇給を行った場合、平成２２年度の処遇改善計画の賃金改
善所要見込額には、平成２１年度の定期昇給額と平成２２年度の定期昇給額を足し
た額を含むことができるのでしょうか。

H22.4.30

Ａ１８

　ご質問のとおり、平成２２年度の処遇改善計画の賃金改善所要見込額には、平成
２１年度の定期昇給額と平成２２年度の定期昇給額を足した額が含まれます。

　賃金改善額については、厚生労働省Ｑ＆Ａ（問８）のとおり、平成２０年下半期
における福祉・介護職員の賃金水準との比較によることとされていますので、この
賃金水準と平成２２年度の賃金とを比較して、その差額分が賃金改善額＝処遇改善
事業交付金の充当額となります。

Ｑ１９
　平成２２年度の処遇改善事業について、例えば平成２１年度に処遇改善手当（毎
月５，０００円支給）を新設して賃金改善を実施した場合、平成２２年度の賃金改
善は処遇改善手当の増額や基本給の増額などの新たな賃金改善を行わなければいけ
ないのでしょうか。

H22.4.30

Ａ１９

　高知県Ｑ＆Ａ１８のとおり、賃金改善額は平成２０年度下半期における福祉・介
護職員の賃金水準との比較になります。

　また、処遇改善計画においては、各年度毎に助成金見込額（総額）を賃金改善所
要見込額が上回っていればよいこととなりますので、ご質問のように平成２１年度
に新設した処遇改善手当により、平成２２年度も賃金改善を実施することとし、そ
の額が助成金見込額（総額）を上回る場合には、新たな賃金改善をしなくてもよい
こととなります。

Ｈ２０年度

賃金改善実施期間

156,000円156,000円156,000円156,000円

153,000円153,000円153,000円153,000円 （3,000円昇給） 3,000円 6,000円×12か月分

150,000円150,000円150,000円150,000円 3,000円×4か月分＝12,000円 3,000円 ＝72,000円

Ｈ２０．３月 Ｈ２１．４月 ・　・　・ H２１．１２月～Ｈ２２．３月

賃金改善額＝12,000円が
交付金の対象

賃金改善額＝72,000円が
交付金の対象

給与額

賃金改善実施期間

Ｈ２１年度 Ｈ２２年度

Ｈ２２．４月　～　Ｈ２３．３月

（3,000円昇給）

1/3



Ｑ２０
　処遇改善事業の対象職種について、対象外の職員（管理者、サービス管理責任者
又は看護師など）が対象職種（生活支援員、職業指導員、世話人など）を兼務して
いる場合の取り扱いについて、厚生労働省のＱ＆Ａ（問１３、追加分問２，６）に
より考え方が示されていますが、基本的な考え方として『人員配置基準を満たした
うえで兼務している場合は、対象となる。』ということでしょうか。

H22.4.30

Ａ２０
　ご質問のとおりです。
　厚生労働省Ｑ＆Ａ（追加分）の問２及び６に具体的な考え方が示されているとお
り、対象外職種の職員が、対象職種（福祉・介護職員と表記されています。）を兼
務している場合のポイントは、『人員配置基準を満たしたうえで兼務している場
合』です。

（例）
児童デイサービスのサービス管理責任者の取り扱い

　○人員配置基準：１人以上（１人以上は専任かつ常勤）

　　配置状況　　：Ａさん　常勤・専従＝基準どおり
　　　　　　　　　Ｂさん　非常勤・専従＝基準以上の配置

　　対象の考え方：Ａさんは、人員配置基準上で必要な配置 → 対象外
　　　　　　　　　Ｂさんは、人員配置基準以上の配置 → 福祉・介護職員を
　　　　　　　　　兼務していれば、対象にできる

生活介護サービスのサービス管理責任者の取り扱い

　○人員配置基準：生活介護の単位ごとに１人以上（１人以上は常勤）

　　※１ 利用者へのサービス提供に支障がない場合は、他の職を兼務できるが、
　　　　 兼務している職の常勤換算には算入できない。
　　※２ 利用定員が２０人未満の場合は、上記※１の常勤換算数を算入できる

　　配置状況　　：Ｃさん　常勤・兼務（生活支援員）

　　対象の考え方：※１に該当 → 常勤換算数に算入できない → 対象外
　　　　　　　　　※２に該当 → 常勤換算数に算入できる　 → 対象にできる

身体障害者入所療護施設の看護師の取り扱い

　○人員配置基準：入所者数５０以下、常勤換算法で２以上（１人以上は常勤）

　　配置状況　　：Ｄさん　常勤・専従（常勤換算１．０人）
　　　　　　　　　Ｅさん　常勤・専従（常勤換算１．０人）
　　　　　　　　　Ｆさん　常勤・兼務（常勤換算０．５人）

　　対象の考え方：Ｄさん、Ｅさんは、人員配置基準上で必要な配置 → 対象外
　　　　　　　　　Fさんは、人員配置基準以上の配置 → 福祉・介護職員を兼
　　　　　　　　　務していれば、対象にできる
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Ｑ２１
　賃金改善の方法として、処遇改善手当を新設し、毎月１０，０００円を支給する
こととしました。
　この場合、福祉・介護職員と事務職を兼務している職員については、常勤換算数
を１０，０００円に掛けて支給しなければならないのでしょうか。

H22.4.30

Ａ２１
　福祉・介護職員の賃金改善の方法や人員配置の状況は、事業者それぞれに異なり
ますので、① 専任、兼務によらず、一律に取り扱う。 ② 専任、兼務の状況に応
じて、支給額を決定する。などの方法が考えられます。

　また、②とした場合の支給額については、必ずしも人員配置基準に応じた常勤換
算数とする必要はありませんので、例えば、“勤務実績に応じて按分数を決めて支
給する”、“兼務職員の場合は半額を支給する”という方法も考えられます。

　いずれの方法であっても、事業者又は法人として雇用するすべての福祉・介護職
員に対して周知された処遇改善計画として適切な方法であれば可能です。
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